
  

               通院でお困りの方 

 

 

扇橋診療所は在宅医療の充実に向け、高齢の方が住みなれた自宅や地域で

療養しながら生活を営むことができるように、「強化型在宅支援診療所」の

施設基準を取得して２４時間３６５日療養のお手伝いができる体制を取って

います。 

 療養されている場所へ定期的にうかがって診察をする「訪問診療」を江東

区西部地域を中心として、地域の病院や訪問看護ステーションと連携をとり

ながらおこなっています。 

 定期的な訪問診療は、１ヶ月２回の訪問診療を基本としています。 

 

＜強化型在宅支援診療所＞ 
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訪問診療について 

通院が困難な方のご自宅に、医師が定期的に訪問をして診察をおこないます。 

診察は月 1回又は 2回伺い、病状に応じて医師が診察を必要と判断する方は毎週伺います。 

急に病状が悪化した場合は臨時の往診もいたします。 

医療費についてのご相談もお気軽に医師や看護師にお問い合わせください。 

 

強化型在宅支援診療所について 

在宅で療養している方の緊急時に、診療時間外であっても 24時間「連絡がとれる体制」と 

「往診を行なう体制」をとっている診療所のことです。 

扇橋診療所は、南葛勤医協の各診療所や芝診療所と連携しています。芝診療所には差額代を頂い

ていないベッドがありますので、いざというとき入院のご相談ができる「強化型在宅支援診療所」

として在宅での療養をお手伝いしています。 

 

診療範囲と体制について 

主な訪問診療の対象地域は江東区西部周辺です 

＊ その他の地域にお住まいの方はご相談ください。 

 

定期訪問診療 

＊ 平日の午前又は午後の時間に ご自宅へ医師・看護師で伺います。 

診療に伺う曜日や時間についてはご相談のうえ対応させて頂きます。 

 

（法人内医療機関） 

江東区 ：扇橋診療所（居宅介護支援事業所併設） 

：江東診療所（居宅介護支援事業所併設） 

   R  ｃ0 

 

江戸川区：新小岩診療所 

：葛西みなみ診療所 

      ：一之江内科クリニック  

      ：ケアサポート一之江（居宅支援事業所） 

 

港区  ：芝診療所 

       芝診療所居宅介護支援事業所 

       芝診療所訪問看護 

 

墨田区 ：すみだ共立診療所 

    ：クリニック柳島 

 

  足立区 ：健愛クリニック 

      ：かもん宿診療所 

 

（連携医療機関） 

足立区    ：柳原病院          （入院時の差額ベツド代金は発生しません） 

       ：柳原リハビリテ－ション病院 （入院時の差額ベツド代金は発生しません） 

  埼玉県三郷市 ：みさと健和病院 緩和ケア病棟（入院時の差額ベツド代金は発生しません） 

 

 



終末期の対応について 

 診療所の医師、訪問看護ステーション看護師などの訪問で対応いたします。 

 入院を希望される場合もご相談に応じます。 

 

費用について 

１．定期的に訪問診療をした場合の診療費（強化型在宅支援診療所） 

前もって訪問診療の日程を決めて伺う場合の医療基本費用額（目安） 

   月２回が基本の診療になりますが、医師の判断により月 1 回の訪問診療にも対応致します。 

 

1 割負担の場合・・月 1 回の場合 4,000 円～ 5.000 月 2 回の場合  6.000 円～8.000 円 

2 割負担の場合・・月 1 回の場合 8,000 円～10.000 月 2 回の場合 12.000 円～16.000 円 

3 割負担の場合・・月 1 回の場合 12,000 円～15.000 月 2 回の場合 18.000 円～25.000 円 

 

・ この他に検査、処置、注射、在宅酸素や自分で注射をされている場合の管理料、 

薬局での薬の費用が別途かかります。 

 ・処方箋は、往診時に医師よりお渡しします。近隣の薬局へご持参出来ない場合には、薬剤師 

が服薬指導を目的にご自宅へお届けする介護サ－ビスもございます。お問い合わせください。 

 ・定期訪問診療・診療時間内往診での交通費はいただいておりません、診療時間外（夜間）、 

休日等 緊急往診の際、タクシー代 交通費（上限 3.000 円）が発生する場合もございます。  

 

２．１ヶ月にかかる医療費（往診）の上限について（受付事務にお問い合わせください。） 

７０歳未満の方  

１ヶ月内で一定の額を超えた診療費については高額療養費制度を 

   利用することができます。 

 

７０歳以上の方（高額療養費 自己負担限度額） 

     ３割負担の方     44,400 円 

     １・2割負担の方   12,000 円 

     非課税世帯の方       8,000円 

  ＊公費等医療証をお持ちの方は、保険証と一緒にご提示ください。 

 

介護保険のサービスを受けている方はその他に 

居宅療養管理指導料が月に 300円～900円かかります。 

 

訪問診療に伴う医療・介護相談・申し込みについて 

 お問い合わせや相談については看護師又はケアマネジャーが対応いたします。 

 最初のお問い合わせは電話で可能ですが、詳細についてはできるだけご家族か代理の方に診療所

へお越しいただいて医師又は看護師との面談をお願いしています。 

 

※お気軽にお問い合わせください。扇橋診療所 TEL03-3630-1631 

お問い合わせにつきましては、平日 9時～17 時、土曜日 9時～１２時にお願いします。 



   
 

 

  

 

都バス 

    白河停留所（秋 26系統、業 10系統、東 20系統）から 徒歩約 3 分 

    石島停留所（錦 13系統）から 徒歩約 5 分  

都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅から 徒歩約 10分  

都営新宿線 菊川駅から 徒歩約 12分  

駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください 
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